
①
病

児
対

応
型

・
病

後
児

対
応

型
②

体
調

不
良

児
対

応
型

③
非

施
設

型
（

訪
問

型
）

事
業

内
容

地
域

の
病

児
・

病
後

児
に

つ
い

て
、

病
院

・
保

育
所

等
に

付
設

さ
れ

た
専

用
ス

ペ
ー

ス
等

に
お

い
て

看
護

師
等

が
一

時
的

に
保

育
す

る
事

業

保
育

中
の

体
調

不
良

児
を

一
時

的
に

預
か

る
ほ

か
、

保
育

所
入

所
児

に
対

す
る

保
健

的
な

対
応

や
地

域
の

子
育

て
家

庭
や

妊
産

婦
等

に
対

す
る

相
談

支
援

を
実

施
す

る
事

業

地
域

の
病

児
・

病
後

児
に

つ
い

て
、

看
護

師
等

が
保

護
者

の
自

宅
へ

訪
問

し
、

一
時

的
に

保
育

す
る

事
業

※
平

成
２

３
年

度
か

ら
実

施

対
象

児
童

当
面

症
状

の
急

変
は

認
め

ら
れ

な
い

が
、

病
気

の
回

復
期

に
至

っ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
（

病
後

児
の

場
合

は
、

病
気

の
回

復
期

で
あ

り
）

、
集

団
保

育
が

困
難

で
あ

り
、

か
つ

保
護

者
の

勤
務

等
の

都
合

に
よ

り
家

庭
で

保
育

を
行

う
こ

と
が

困
難

な
児

童
で

あ
っ

て
、

市
町

村
が

必
要

と
認

め
た

乳
幼

児
又

は
小

学
校

に
就

学
し

て
い

る
児

童

事
業

実
施

保
育

所
に

通
所

し
て

お
り

、
保

育
中

に
微

熱
を

出
す

な
ど

体
調

不
良

と
な

っ
た

児
童

で
あ

っ
て

、
保

護
者

が
迎

え
に

来
る

ま
で

の
間

、
緊

急
的

な
対

応
を

必
要

と
す

る
児

童

病
児

及
び

病
後

児

実
施

主
体

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

）
（

市
町

村
が

認
め

た
者

へ
委

託
等

も
可

）

実
施

要
件

■
看

護
師

等
：

利
用

児
童

お
お

む
ね

１
０

人
に

つ
き

１
名

以
上

配
置

保
育

士
：

利
用

児
童

お
お

む
ね

３
人

に
つ

き
１

名
以

上
配

置
■

病
院

・
診

療
所

、
保

育
所

等
に

付
設

さ
れ

た
専

用
ス

ペ
ー

ス
又

は
本

事
業

の
た

め
の

専
用

施
設

等

■
看

護
師

等
を

常
時

1
名

以
上

配
置

（
預

か
る

体
調

不
良

児
の

人
数

は
、

看
護

師
等

１
名

に
対

し
て

２
名

程
度

）
■

保
育

所
の

医
務

室
、

余
裕

ス
ペ

ー
ス

等
で

、
衛

生
面

に
配

慮
さ

れ
て

お
り

、
対

象
児

童
の

安
静

が
確

保
さ

れ
て

い
る

場
所

等

■
預

か
る

病
児

の
人

数
は

、
一

定
の

研
修

を
修

了
し

た
看

護
師

等
、

保
育

士
、

家
庭

的
保

育
者

の
い

ず
れ

か
１

名
に

対
し

て
、

１
名

程
度

と
す

る
こ

と
等

交
付

実
績

(H
2
6
年

度
)

＊
交

付
決

定
ベ

ー
ス

１
,２

７
１

か
所

（
病

児
対

応
型

６
９

８
か

所
、

病
後

児
対

応
型

５
７

３
か

所
）

（
延

べ
利

用
児

童
数

約
５

７
万

人
）

５
６

３
か

所
５

か
所

補
助

率
国

１
／

３
都

道
府

県
１

／
３

市
町

村
１

／
３

（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
：

H
2
8
年

度
予

算
9
8
2
億

円
の

内
数

）

病
児
保
育
事
業
に
つ
い
て

○
質

の
改

善
（

平
成

２
７

年
度

～
）

１
病

児
対

応
型

、
病

後
児

対
応

型
に

つ
い

て
、

利
用

の
少

な
い

日
に

お
い

て
地

域
の

保
育

所
等

へ
の

情
報

提
供

や
巡

回
な

ど
地

域
全

体
の

保
育

の
質

の
向

上
に

つ
な

が
る

機
能

を
評

価
し

、
基

本
分

補
助

単
価

の
改

善
を

行
う

。
２

体
調

不
良

児
対

応
型

に
つ

い
て

、
看

護
師

等
２

名
以

上
配

置
と

し
て

い
る

実
施

要
件

を
、

看
護

師
等

１
名

以
上

の
配

置
で

実
施

で
き

る
よ

う
改

善
を

行
う

。

○
送

迎
加

算
（

平
成

２
８

年
度

～
）

①
及

び
②

に
お

い
て

、
看

護
師

等
を

追
加

配
置

し
、

保
育

所
等

に
お

い
て

保
育

中
に

体
調

が
悪

く
な

っ
た

体
調

不
良

児
を

送
迎

し
、

保
育

を
実

施
す

る
場

合
に

、
看

護
師

等
雇

上
費

等
を

補
助

す
る

。

5

重点番号13：病児保育事業に係る要件の緩和（厚生労働省）
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一時預かり事業及び病児保育事業の届出提出先の市町村へ

の変更並びに立入検査事務の市町村への移譲 
 

＜アンケート結果（市町村）＞ 

  

①権限移譲された場合の実施体制ついて 

選択肢 一時預かり事業 病児保育事業 

整っている ２団体（ 2.1％） ０団体（０％） 

整っていない 75 団体（79.8％） 74 団体（78.8％）

回答できない 17 団体（18.1％） 20 団体（21.2％）

計 94 団体（100％） 94 団体（100％）

 

②市町村からの主な意見 

○一時預かり事業及び病児保育事業 

届出受理の事務を行うノウハウを有しない・・・・・・約７割 

立入検査を行うノウハウを有しない・・・・・・・・・約８割 

○複数の自治体から事務負担及び公平性・中立性・客観性に関する懸念が表明

された。 

○小規模な町村の中には、「一人の職員が子育て関係全般を担当している状況」

や、「歳出予算上の性質の違いによる支障」に関する懸念も上げられた。 

○一方で、一部自治体からは「例規の整備や人員の配置など事前の準備期間を

要するが、整えば可能である」や「移譲される場合は適切な周知及び引継ぎ

期間を設定してほしい」といった前向きな意見もあった。 

○また、「児童福祉施設全体を見渡した認可、指導、検査権限の主体に関する考

え方や実施体制に関する整理が必要」との意見もあった。 

 

 

③支障を解消するために必要な方策 

選択肢 一時預かり事業 病児保育事業 

適切な引継ぎ 48 団体（51.1％） 45 団体（41.9％）

技術的支援 65 団体（69.2％） 64 団体（68.1％）

人員・財源の支援 65 団体（69.2％） 64 団体（68.1％）
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重点番号14：一時預かり事業及び病児保育事業の届出提出先の市町村への変更並びに立入検査事務の市町村への移譲（厚生労働省）



＜アンケート結果（都道府県）＞ 

①事務処理特例の実施状況 

 一時預かり事業・・・５団体（11％）   

病児保育事業・・・・１団体（２％） 

 

 

②権限移譲された場合の支障の有無 

選択肢 一時預かり事業 病児保育事業 

支障はある ４団体（8.5％） ４団体（8.5％）

支障はない 43 団体（91.5％） 43 団体（91.5％）

 

 

③都道府県からの主な意見 

○「支障はない」と回答した自治体からは特段意見がなかった。 

○「支障はある」と回答した自治体からは、 

・市町村がノウハウを有しない 

・全国一律ではなく地方の実情に応じた「手挙げ方式」や「条例による事務

処理特例制度の活用」での移譲が望ましい 

・事業実施者は市町村であり、委託者としての市町村の事務も検査の対象と

なるため、適正な検査が実施できない 

・規模の小さな市町村では、届出元と届出先と検査を行う部署が同一となる

場合があり、けん制機能が働かない 

といった意見が寄せられた。 
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